


りました。

その概要は下記のとおりですので，十分に御了知の上，事務処理に遺漏のないように

お願いします。

また，これらのことについて，各都道府県・指定都市教育委員会におかれては，所管

の高等専修学校及び域内の市町村教育委員会に対して，各都道府県知事におかれては，

域内の市町村及び所轄の高等専修学校に対して，厚生労働省社会・援護局長におかれて

は，所管の高等専修学校に対して，それぞれ周知されるようお願いします。

なお，本通知は，厚生労働省から都道府県の福祉担当部局に，内閣府から公益財団法

人児童育成協会に周知をお願いしているところです。

記

第１ 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省

関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令関係

１ 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正関係（第１条関係）

（１）高等専修学校の災害共済給付について，共済掛金の額を1,840円（定時制

については980円，通信制については280円）に定める等必要な規定を定める

こととしたこと。

（２）一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主導型保育施設の災害共済給

付について，共済掛金の額を350円（生活保護法（昭和25年法律第144号）に

よる保護を受けている世帯については40円）に定める等必要な規定を定める

とともに，必要な規定を準用することとしたこと。

２ 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正

関係（第２条関係）

沖縄県におけるセンターの共済掛金に関する特例の対象に，沖縄県の区域に

おいて行われる高等専修学校の生徒並びに一定の基準を満たす認可外保育施設及

び企業主導型保育施設の児童についての災害共済給付に係る共済掛金を加えるこ

ととしたこと。

３ 施行期日等（附則関係）

（１）この政令は，平成29年４月１日から施行することとしたこと。

（２）平成29年度の高等専修学校，一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業

主導型保育施設の災害共済給付に係る共済掛金の支払期限を７月31日までと

することとしたこと。

第２ 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部を改正する省令関

係

１ 一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主導型保育施設に係る災害共済給

付に必要となる手続等について，学校における手続等を準用することとし，その

他所要の改正を行うこととしたこと。

２ 平成29年度の高等専修学校，一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主導

型保育施設の災害共済給付に係る契約締結期限を７月31日までとすることとした

こと。

第３ 沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成二十



九年度以後の共済掛金の額を定める等の件の一部改正関係

センターの行う災害共済給付に係る共済掛金の額について，沖縄県の区域におい

て行われる高等専修学校は920円（定時制については490円，通信制については140

円），一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主導型保育施設は175円（生活保

護法による保護を受けている世帯については20円）としたこと。

第４ 独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条第１項第２号及び第５号

の文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準等関係

１ 法附則第８条第１項第２号の文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準関係

（１）当該施設の保育従事者の６割以上を保育士等の有資格者とすること等職員

の配置に係る基準を満たしていることとしたこと。

（２）当該施設が認可保育所（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条第１

項に規定する保育所をいう。以下同じ。）の設備及び運営に係る基準（児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第５章（第

33条の規定を除く。）に規定する内容をいう。）に適合すると認められるもの

であることとしたこと。

（３）当該施設が認可保育所への移行をしようとしており，かつ，児童の福祉の

ために必要な保育の水準を確保していることとしたこと。

ここでいう「児童の福祉のために必要な保育の水準」は，「認可外保育施

設に対する指導監督の実施について」（平成13年３月29日雇児発177号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知）別添「認可外保育施設指導監督基準」を

いう（以下２（３）において同じ。）。

２ 法附則第８条第１条第５号の文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準関係

（１）施設の種類の区分に応じ，当該施設の保育従事者の一定割合以上を保育士

等の有資格者とする等職員の配置に係る基準を満たしていることとしたこ

と。

（２）当該施設が特定保育事業（児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的

保育事業，同条第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する

事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の設備及び運営に係る基準（家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）第

２章（第23条第一項の規定を除く。），第３章（第29条，第31条及び第34条第

１項の規定を除く。）又は第５章（第44条及び第47条の規定を除く。）に規定

する内容をいう。）に適合すると認められるものであることとしたこと。

（３）当該施設が特定保育事業を行う施設への移行をしようとしており，かつ，

児童の福祉のために必要な保育の水準を確保していることとしたこと。

３ １又は２の基準に適合すると認められる施設は，都道府県又は市町村（特別区

を含む。以下同じ。）に対して必要な資料を提出し，かつ，都道府県又は市町村

による実地の調査を受けることにより，１又は２の基準に適合することが確認さ

れたものとすること。

ここでいう「必要な資料」とは，子どものための教育・保育給付費補助金（認

可化移行運営費支援事業）の交付を受けるために必要な資料をいい，「都道府県

又は市町村による実地の調査」とは，認可化移行運営費支援事業による現地調査

及び「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」を踏まえて行われる児

童福祉法第59条に基づく年一回以上の立入調査をいう。



【本件照会先】
文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課学校安全係
TEL：03-5253-4111（内線2917）
FAX：03-6734-3794
e-mail：anzen@mext.go.jp
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独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
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又
は
幼
児
（
以

下
「
児
童
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
、
そ
の
設

置
す
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
運
営
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の

た
め
に
必
要
な
援
助
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
幼
稚
園
、
幼
保
連
携
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す
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。
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す
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す
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す
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保
育
事
業
」
と
い
う
。
）

を
行
う
施
設 

 

五 

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
六

条
の
三
第
九
項
、
第
十
項
又
は
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す

る
施
設
（
次
号
の
施
設
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
が
特
定
保
育

事
業
を
行
う
施
設
に
係
る
基
準
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
及

び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

 

六 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五

る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
特
定
保
育
事
業
（
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定

す
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
及
び

同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
の
当
該
特
定
保
育
事
業
の
管
理
下
に
お
け
る
同
法

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
の
災
害
に
つ
き
、
当
該
児
童
の
保
護
者
に

対
し
、
災
害
共
済
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

               



  

四

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
の
設
置
者

の
当
該
助
成
に
係
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
六

条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の 

２ 

略 

３ 

セ
ン
タ
ー
が
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
三
十
一

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
施
設
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
児
童
生
徒
等
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
」
と
、
第
四
十
条
第
二
号
中
「
第

十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

   

２ 

略 

３ 

セ
ン
タ
ー
が
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
三
十
一

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
学
校
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
の
設
置
者
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
定
保

育
事
業
を
行
う
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
児
童
生
徒
等
」
と
あ
る
の
は
「
附

則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
」
と
、
第
四
十
条
第
二
号
中
「
第
十
五

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
」
と
す
る
。 
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独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
及
び
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
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六
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）
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○
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
災
害
共
済
給
付
の
給
付
基
準
）

（
災
害
共
済
給
付
の
給
付
基
準
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

セ
ン
タ
ー
は
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の

７

セ
ン
タ
ー
は
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の

高
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
修
学
校
（
学
校
教
育
法

高
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
高
等
専
門
学
校
の
災
害
共
済
給
付
に
つ
い
て

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
を
い

は
、
災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
生
徒
又
は
学
生
が
自
己
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ

い
、
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以

り
、
又
は
故
意
に
、
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
負

下
同
じ
。
）
の
災
害
共
済
給
付
に
つ
い
て
は
、
災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
生
徒
又

傷
、
疾
病
若
し
く
は
死
亡
又
は
当
該
負
傷
を
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と

は
学
生
が
自
己
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
、
又
は
故
意
に
、
負
傷
し
、
疾
病
に
か

に
よ
る
障
害
若
し
く
は
死
亡
に
係
る
災
害
共
済
給
付
を
行
わ
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

か
り
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
負
傷
、
疾
病
若
し
く
は
死
亡
又
は
当
該
負
傷

生
徒
又
は
学
生
が
、
い
じ
め
（
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

を
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
障
害
若
し
く
は
死
亡
に
係
る
災
害

七
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
い
じ
め
を
い
う
。
）
、
体
罰
（
学
校
教
育

共
済
給
付
を
行
わ
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
生
徒
又
は
学
生
が
、
い
じ
め
（
い
じ
め
防

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
体
罰
を

止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

い
う
。
）
そ
の
他
の
当
該
生
徒
又
は
学
生
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由

い
じ
め
を
い
う
。
）
、
体
罰
（
学
校
教
育
法
第
十
一
条
た
だ
し
書
（
同
法
第
百
三
十

に
よ
り
生
じ
た
強
い
心
理
的
な
負
担
に
よ
り
、
故
意
に
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、

三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
体
罰
を
い
う
。
）

又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

そ
の
他
の
当
該
生
徒
又
は
学
生
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
生

じ
た
強
い
心
理
的
な
負
担
に
よ
り
、
故
意
に
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡

し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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８

セ
ン
タ
ー
は
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
修
学
校
の
災
害
共
済
給
付
に

８

セ
ン
タ
ー
は
、
高
等
学
校
及
び
高
等
専
門
学
校
の
災
害
共
済
給
付
に
つ
い
て
は
、

つ
い
て
は
、
災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
生
徒
又
は
学
生
が
自
己
の
重
大
な
過
失
に

災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
生
徒
又
は
学
生
が
自
己
の
重
大
な
過
失
に
よ
り
、
負
傷

よ
り
、
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
死
亡
又
は
当
該

し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
死
亡
又
は
当
該
負
傷
を
し
、

負
傷
を
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
障
害
若
し
く
は
死
亡
に
係
る

若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
障
害
若
し
く
は
死
亡
に
係
る
災
害
共
済
給

災
害
共
済
給
付
の
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

付
の
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
付
金
の
支
払
の
請
求
及
び
そ
の
支
払
）

（
給
付
金
の
支
払
の
請
求
及
び
そ
の
支
払
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

一

学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
並
び
に
国
（
国
立
大
学
法

一

学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
及
び
国
立
大
学
法
人
法
（

人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学

平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
（

法
人
を
含
む
。
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
幼
保
連
携
型

第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
国
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る

認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
専
修
学
校
並

第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び

び
に
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
六
十
八
条
第
一

に
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
（
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
公
立
大
学

項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
（
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
公
立
大
学

法
人
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
学
校
の
児
童
生
徒
等
の
災
害
に
係
る
給
付
金
の

法
人
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
学
校
の
児
童
生
徒
等
の
災
害
に
係
る
給
付
金
の

支
払

当
該
学
校
の
校
長

支
払

当
該
学
校
の
校
長

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
共
済
掛
金
の
額
）

（
共
済
掛
金
の
額
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
等
学
校
及
び
専
修
学
校

千
八
百
四
十
円
（
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又
は

二

高
等
学
校

千
八
百
四
十
円
（
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て

時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
あ
っ
て
は
九

授
業
を
行
う
課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
あ
っ
て
は
九
百
八
十
円
、
通

百
八
十
円
、
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
あ

信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
あ
っ
て
は
二
百
八

っ
て
は
二
百
八
十
円
）

十
円
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
免
責
の
特
約
を
付
し
た
場
合
に
共
済
掛
金
の
額
に
加
え
る
額
）

（
免
責
の
特
約
を
付
し
た
場
合
に
共
済
掛
金
の
額
に
加
え
る
額
）

第
八
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
各
年
度
に
つ
き
、
児
童
生
徒

第
八
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
各
年
度
に
つ
き
、
児
童
生
徒

等
一
人
当
た
り
二
十
五
円
（
高
等
学
校
及
び
専
修
学
校
の
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う

等
一
人
当
た
り
二
十
五
円
（
高
等
学
校
の
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
に
お
い
て

課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
あ
っ
て
は
、
二
円
）
と
す
る
。

教
育
を
受
け
る
生
徒
に
あ
っ
て
は
、
二
円
）
と
す
る
。

（
学
校
の
設
置
者
が
保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
額
の
範
囲
）

（
学
校
の
設
置
者
が
保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
額
の
範
囲
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
幼
稚
園
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
専

二

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

十

修
学
校

十
分
の
六
か
ら
十
分
の
九
ま
で

分
の
六
か
ら
十
分
の
九
ま
で

（
災
害
共
済
給
付
に
係
る
国
の
補
助
）

（
災
害
共
済
給
付
に
係
る
国
の
補
助
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
幼
稚
園
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
専

二

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

補

修
学
校

補
助
対
象
災
害
共
済
給
付
経
費
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
額

助
対
象
災
害
共
済
給
付
経
費
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
額

（
学
校
の
設
置
者
が
地
方
公
共
団
体
等
で
あ
る
場
合
の
事
務
処
理
）

（
学
校
の
設
置
者
が
地
方
公
共
団
体
等
で
あ
る
場
合
の
事
務
処
理
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

学
校
の
設
置
者
が
国
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又
は
公
立
大
学

２

学
校
の
設
置
者
が
国
立
大
学
法
人
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
条
第
一
項
並
び
に
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

は
公
立
大
学
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
条
第
一
項
並
び
に
第
四
条
第
一
項
及

規
定
に
基
づ
い
て
学
校
の
設
置
者
が
処
理
す
べ
き
事
務
は
、
当
該
学
校
の
校
長
が
処

び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
学
校
の
設
置
者
が
処
理
す
べ
き
事
務
は
、
当
該
学
校

理
す
る
も
の
と
す
る
。

の
校
長
が
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
保
育
所
等
の
災
害
共
済
給
付
）

（
保
育
所
等
の
災
害
共
済
給
付
）

第
五
条

法
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で

第
五
条

法
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で

定
め
る
額
は
、
各
年
度
に
つ
き
、
保
育
所
等
（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

定
め
る
額
は
、
各
年
度
に
つ
き
、
保
育
所
等
（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

る
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
児
童
（
法
附
則
第
八
条
第
一

保
育
所
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
児
童
（
法
附
則
第
八
条
第

項
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
人
当
た
り
三
百

一
項
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
保
育

五
十
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
要
保
護
児
童
（
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い

事
業
（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

る
世
帯
に
属
す
る
保
育
所
等
の
児
童
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
一
人
当
た
り
四
十

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
児
童
一
人
当
た
り
三
百
五
十
円
と
す
る
。
た
だ
し

円
と
す
る
。

、
要
保
護
児
童
（
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
保
育
所

等
の
児
童
及
び
特
定
保
育
事
業
を
利
用
す
る
児
童
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
一
人

当
た
り
四
十
円
と
す
る
。
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

保
育
所
等
の
災
害
共
済
給
付
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

３

法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
及
び
特
定
保
育
事
業
の
災
害
共
済

第
二
章
（
第
二
条
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
、
第
十
条
及
び
第
十
二
条
を
除
く
。

給
付
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
章
（
第
二
条
、
第
五

）
、
第
十
九
条
並
び
に
附
則
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

条
第
二
項
、
第
七
条
、
第
十
条
及
び
第
十
二
条
を
除
く
。
）
、
第
十
九
条
並
び
に
附

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ

則
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

る
場
合
（
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
同
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場

三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
（
こ
れ
に
準
ず
る

合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
四
項
第
二

場
合
と
し
て
同
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い

号
に
掲
げ
る
場
合
（
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
同
項
第
三
号
の
文
部
科
学
大
臣
が

て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
（
こ
れ

定
め
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
同
条
第

に
準
ず
る
場
合
と
し
て
同
項
第
三
号
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
場
合
を
含
む
。
次

二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
四
項
第
二
号
」
と
、
「
同
条
第
一
項

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
同
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の

第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
一
項
第
五
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
生
活
保

は
「
附
則
第
五
条
第
四
項
第
二
号
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「

護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に

第
五
条
第
一
項
第
五
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

属
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
（
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
を
い
う
。

律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
義
務
教
育
諸
学
校

以
下
同
じ
。
）
の
児
童
及
び
生
徒
（
以
下
「
要
保
護
児
童
生
徒
」
と
い
う
。
）
」
と

（
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
児
童
及

あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
」
と
、
第
四
条
第
五
項

び
生
徒
（
以
下
「
要
保
護
児
童
生
徒
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条

第
二
号
中
「
教
育
委
員
会
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方

第
一
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
学
校
の
管
理

公
共
団
体
の
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
学
校
の

下
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
を

管
理
下
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
保
育
事
業
（
同
項
に
規
定
す
る

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
下
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第

特
定
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
の
当
該
特
定

四
号
中
「
学
校
の
管
理
下
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
の
管
理
下
」
と
、
第
十
九
条

保
育
事
業
の
管
理
下
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
学
校
の
管
理
下
」
と
あ

第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方

る
の
は
「
保
育
所
等
及
び
特
定
保
育
事
業
を
行
う
者
の
当
該
特
定
保
育
事
業
の
管
理

公
共
団
体
の
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

下
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ

っ
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
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と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及

び
第
四
号
に
お
い
て
「
保
育
所
等
の
管
理
下
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
い
う
。

び
第
四
号
に
お
い
て
「
保
育
所
等
及
び
特
定
保
育
事
業
を
行
う
者
の
当
該
特
定
保
育

事
業
の
管
理
下
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
い
う
。

一

児
童
が
保
育
を
受
け
て
い
る
場
合

一

児
童
が
保
育
を
受
け
て
い
る
場
合

二

児
童
が
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
保
育
所
等
に
通
い
、
又
は
保
育
所
等
か

二

児
童
が
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
保
育
所
等
若
し
く
は
特
定
保
育
事
業
が

ら
帰
宅
す
る
場
合

行
わ
れ
る
場
所
に
通
い
、
又
は
保
育
所
等
若
し
く
は
特
定
保
育
事
業
が
行
わ
れ
る

場
所
か
ら
帰
宅
す
る
場
合

三

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
厚
生
労
働
大
臣
と
協

議
し
て
こ
れ
ら
の
場
合
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
定
め
る
場
合
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○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
共
済
掛
金
に
関
す
る
特
例
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
共
済
掛
金
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
七
条

沖
縄
県
に
所
在
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校

第
二
十
七
条

沖
縄
県
に
所
在
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校

の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
、
幼
稚

の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
、
幼
稚

園
（
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
含
む
。
）
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
専

園
（
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
含
む
。
）
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
児

修
学
校
（
高
等
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
児
童
、
生
徒
、
学
生
及
び
幼
児
並

童
、
生
徒
、
学
生
及
び
幼
児
並
び
に
保
育
所
等
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振

び
に
保
育
所
等
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年

興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定

法
律
第
百
六
十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。
）
の
児

す
る
保
育
所
等
を
い
う
。
）
の
児
童
（
同
項
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
。
以
下
こ
の

童
（
同
項
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係
る
共
済

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
特
定
保
育
事
業

掛
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
八
条

（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
保
育
事
業
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
の
災

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
政
令
で
定
め
る
額
」
と
あ
る
の

害
共
済
給
付
に
係
る
共
済
掛
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
法
第
十
七
条
第

は
、
「
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
額

一
項
（
同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
政
令

」
と
す
る
。

で
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
文
部
科

学
大
臣
が
別
に
定
め
る
額
」
と
す
る
。
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独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
六
号
）

○
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
災
害
共
済
給
付
）

（
保
育
所
等
の
災
害
共
済
給
付
）

第
七
条

法
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
災
害
共
済
給
付
に
つ
い
て
は

第
七
条

法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
及
び
特
定
保
育
事
業
の
災
害

、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十

共
済
給
付
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、

八
条
並
び
に
附
則
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
附
則
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
の
規
定
を

準
用
す
る
。
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沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係
る
平
成
二
十
七
年
度
以
後
の
共
済
掛
金
の
額
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平

成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
一
号
）

新
旧
対
照
表

○

沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係
る
平
成
二
十
七
年
度
以
後
の
共
済
掛
金
の
額
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示

第
五
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭

和
四
十
七
年
政
令
第
百
六
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
沖
縄
県
に
所
在
す
る
義

和
四
十
七
年
政
令
第
百
六
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
沖
縄
県
に
所
在
す
る
義

務
教
育
諸
学
校
（
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

務
教
育
諸
学
校
（
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
学

又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
学

校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ

校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
、
高
等
専
門
学
校
、
幼
稚
園
（
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

。
）
、
高
等
専
門
学
校
、
幼
稚
園
（
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
専
修
学
校(
高
等
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
児
童
、
生
徒
、
学
生
若
し
く
は
幼
児
又
は
保
育

以
下
同
じ
。)

の
児
童
、
生
徒
、
学
生
若
し
く
は
幼
児
又
は
保
育
所
等
（
独
立
行
政
法

所
等
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六

人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
附
則
第
八

十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
児

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
児
童
（
同
項
に
規
定
す
る

童
（
同
項
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
。
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
沖
縄
県

児
童
を
い
う
。
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ

の
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
特
定
保
育
事
業
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
保
育
事
業
を
い

ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
行
う
災
害
共
済
給
付
に
係
る
共
済
掛
金
の
額
は
、
平
成
二
十
九

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興

年
四
月
一
日
以
後
次
の
と
お
り
と
す
る
。

セ
ン
タ
ー
の
行
う
災
害
共
済
給
付
に
係
る
共
済
掛
金
の
額
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一

日
以
後
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
告
示
第
八
十
四
号
（
沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童

平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
告
示
第
八
十
四
号
（
沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童

生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係
る
平
成
十
六
年
度
以
後
の
共
済
掛
金
の
額
を

生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係
る
平
成
十
六
年
度
以
後
の
共
済
掛
金
の
額
を

定
め
る
等
の
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

定
め
る
等
の
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係

沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係

る
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の
共
済
掛
金
の
額
を
定
め
る
等
の
件

る
平
成
二
十
七
年
度
以
後
の
共
済
掛
金
の
額
を
定
め
る
等
の
件

一

義
務
教
育
諸
学
校
の
児
童
又
は
生
徒

四
百
六
十
円
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

一

義
務
教
育
諸
学
校
の
児
童
又
は
生
徒

四
百
六
十
円
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
児
童
又
は

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
児
童
又
は

生
徒
に
あ
っ
て
は
、
二
十
円
）

生
徒
に
あ
っ
て
は
、
二
十
円
）
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二

高
等
学
校
又
は
専
修
学
校
の
生
徒

九
百
二
十
円
（
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又

二

高
等
学
校
の
生
徒

九
百
二
十
円
（
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い

は
時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
つ
い
て
は
四

て
授
業
を
行
う
課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
つ
い
て
は
四
百
九
十
円
、
通

百
九
十
円
、
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
あ
っ

信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
生
徒
に
あ
っ
て
は
百
四
十
円

て
は
百
四
十
円
）

）

三

高
等
専
門
学
校
の
学
生

九
百
四
十
円

三

高
等
専
門
学
校
の
学
生

九
百
四
十
円

四

幼
稚
園
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
幼
児

百
三
十
五
円

四

幼
稚
園
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
幼
児

百
三
十
五
円

五

保
育
所
等
の
児
童

百
七
十
五
円
（
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世

五

保
育
所
等
の
児
童
又
は
特
定
保
育
事
業
を
利
用
す
る
児
童

百
七
十
五
円
（
生
活

帯
に
属
す
る
児
童
に
あ
っ
て
は
、
二
十
円
）

保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
児
童
に
あ
っ
て
は
、
二
十
円
）
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